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佐久広域連合告示第１２号 

 

平成２４年佐久広域連合議会第３回定例会を次のとおり招集する。 

 

平成２４年１０月１１日 

 

 

 

 

 

                              佐久広域連合 

                              広域連合長  栁 田 清 二 

 

１．期  日 平成２４年１０月２２日（月） 午後１時３０分 

 

２．場  所 佐久広域連合議場（講堂） 
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○応招・不応招議員 

 

応招議員（２１名） 

    １番  別 府 福 雄 君        ２番  柳 沢 乃ぶ子 君 

    ３番  疇 地   稔 君        ４番  中 澤 兵 衛 君 

    ５番  有 坂   章 君        ６番  柳 澤 重 也 君 

    ７番  三 浦 正 久 君        ８番  佐 藤 悦 生 君 

    ９番  高 橋 良 衛 君       １０番  佐 藤 二三雄 君 

   １１番  由 井 美 成 君       １２番  大 村 公之助 君 

   １３番  中 島 常 夫 君       １４番  木 次 孝 茂 君 

   １５番  今 井 邦 三 君       １７番  大 林 義 博 君 

   １８番  荻 原 宗 夫 君       １９番  内 堀 恵 人 君 

   ２０番  笹 沢   武 君       ２１番  瀧 澤 壽美雄 君 

   ２２番  箕 輪 修 二 君 

 

不応招議員（ １名） 

   １６番  小 林   武 君 
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平成２４年佐久広域連合議会第３回定例会 

平成２４年１０月２２日（月曜日） 

 議 事 日 程 （第３号） 

 

    開会宣告 

    諸般の報告 

第 １ 会議録署名議員指名 

第 ２ 会期決定 

第 ３ 議案上程、連合長招集あいさつ、議案総括説明 

    議案第２６号 佐久広域連合消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに管轄区域に関 

           する条例の一部を改正する条例の制定について 

    議案第２７号 佐久広域連合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

    議案第２８号 平成２３年度佐久広域連合一般会計歳入歳出決算認定について 

    議案第２９号 平成２３年度佐久広域消防特別会計歳入歳出決算認定について 

    議案第３０号 平成２３年度佐久広域養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認定について 

    議案第３１号 平成２３年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て 

    議案第３２号 平成２３年度佐久広域救護施設特別会計歳入歳出決算認定について 

    議案第３３号 平成２３年度佐久広域食肉流通センター特別会計歳入歳出決算認定について 

    議案第３４号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第２号）について 

    議案第３５号 平成２４年度佐久広域消防特別会計補正予算（第１号）について 

    議案第３６号 平成２４年度佐久広域養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号）について 

    議案第３７号 平成２４年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号）につ 

           いて 

    議案第３８号 平成２４年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第１号）について 

    議案第３９号 平成２４年度佐久広域食肉流通センター特別会計補正予算（第１号）につい 

           て 

第 ４ 一般質問 

第 ５ 議案質疑 

第 ６ 議案委員会付託 

    （休憩） 

第 ７ 付託議案の委員長報告、質疑・討論・採決 

第 ８ 閉会宣告 
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出席議員（２１名） 

    １番  別 府 福 雄 君        ２番  柳 沢 乃ぶ子 君 

    ３番  疇 地   稔 君        ４番  中 澤 兵 衛 君 

    ５番  有 坂   章 君        ６番  柳 澤 重 也 君 

    ７番  三 浦 正 久 君        ８番  佐 藤 悦 生 君 

    ９番  高 橋 良 衛 君       １０番  佐 藤 二三雄 君 

   １１番  由 井 美 成 君       １２番  大 村 公之助 君 

   １３番  中 島 常 夫 君       １４番  木 次 孝 茂 君 

   １５番  今 井 邦 三 君       １７番  大 林 義 博 君 

   １８番  荻 原 宗 夫 君       １９番  内 堀 恵 人 君 

   ２０番  笹 沢   武 君       ２１番  瀧 澤 壽美雄 君 

   ２２番  箕 輪 修 二 君 

 

欠席議員（ １名） 

   １６番  小 林   武 君 
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説明のため出席した者 

 

広 域 連 合 長 

（佐 久市 長） 

 

栁 田 清 二 君 

 代 表 

副広域連合長 

（小 諸市 長） 

 

栁 田 剛 彦 君 

代 表 

副広域連合長 

（川上村長代理） 

 

川 上 芳 夫 君 

 代 表 

副広域連合長 

（軽井沢町長） 

 

藤 巻   進 君 

副広域連合長 

（小 海町 長） 
 新 井 寿 一 君 

 
副広域連合長 

（南 牧村 長） 
 菊 池 幸 彦 君 

副広域連合長 

（南相木村長） 
 菊 池 毅 彦 君 

 
副広域連合長 

（北相木村長） 
 井 出 玄 明 君 

副広域連合長 

（佐久穂町長） 
 佐々木 定 男 君 

 
副広域連合長 

（御代田町長） 
 茂 木 祐 司 君 

副広域連合長 

（立科町長） 
 小宮山 和 幸 君 

 
監 査 委 員 

 
萩 原   茂 君 

会 計 管 理 者  上 原 健 吾 君 
 

事 務 局 長 
 

笠 原 昭 夫 君 

消 防 長  工 藤 博 隆 君 
 

福 祉 課 長  高 地 利 重 君 

食 肉 流 通 

センター所長 
 土 屋 克 巳 君  

成年後見支援 

センター所長 
 本 田 喜久利 君 

勝 間 園 所 長  倉 根   徹 君  清 和 寮 寮 長  徳 野   力 君 

消 防 本 部 

総 務 課 長 
 小井土 公 明 君  

消 防 本 部 

予 防 課 長 
 丸 山 友 一 君 

消 防 本 部 

警 防 課 長 
 岡 部 正 和 君  

消 防 本 部 

通信指令課長 
 油 井 明 男 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

議会事務局 

 

事 務 局 次 長  上 原 長 男  
事 務 局 

庶 務 係 長 
 平 島 郁 勇  
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   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開会宣告 

（午後 １時３３分） 

○議長（別府福雄君）  ただいまから、平成２４年佐久広域連合議会第３回定例会を開会いたしま

す。 

  現在までの出席議員は２１名であります。定足数を超えておりますので、直ちに本日の会議を開

きます。 

  なお、１６番、小林 武君においては、欠席する旨の届け出が出ておりますので、御承知願いま

す。 

  次に、例月出納検査結果報告書が提出され、お手元に配付してありますので、ごらん願います。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎傍聴及び報道許可 

○議長（別府福雄君） 本会議、傍聴のため申し込みがございますので、これを許可してあります。

また、報道機関及び広報取材のため申し込みがあり、これを許可してありますので、御承知願いま

す。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諸般の報告 

○議長（別府福雄君） 諸般の報告を行います。 

  お諮りいたします。本件につきましては、印刷してお手元に配付してありますので、ごらん願う

ことにして、朗読は省略いたしたいと思います。 

  これに、御異議ございませんか。 

                〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、朗読は省略いたします。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

○議長（別府福雄君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１５番、今井邦三君、１７番、大林義博君

の２名を指名いたします。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第２ 会期決定 

○議長（別府福雄君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

  本定例会の会期につきましては、９月２６日に議会運営委員会が開かれ、御協議願っております
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ので、その結果を委員長から御報告願います。 

  議会運営委員長、柳沢君。 

○議会運営委員長（柳沢乃ぶ子君） 議会運営委員会の報告をいたします。 

  去る９月２６日、佐久広域連合議会第３回定例会の会期及び日程等について、議会運営委員会を

開催し、協議いたしましたので、その結果を報告いたします。 

  本定例会に提出されます議案は、条例案２件、決算認定６件、予算案６件の計１４件であります。 

  また、議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりでございます。 

  会期につきましては、皆さんの御協力を得まして、本日１日間といたしたいと思います。よろし

くお願いいたします。なお、一般質問の通告者はおりません。 

  以上、議会運営委員会の会議結果につきまして、御報告いたしました。 

○議長（別府福雄君） お諮りいたします。 

  本定例会の会期につきましては、議会運営委員長報告のとおり、本日１日間といたしたいと思い

ます。 

  これに、御異議ございませんか。 

                〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日間と決定をいたしました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第３ 議案の上程 

○議長（別府福雄君） 日程第３ 議案の上程をいたします。 

  連合長から、条例案２件、決算認定６件、予算案６件の計１４件が提出されております。 

  議案第２６号から議案第３９号を一括上程いたします。 

  次に、連合長から、招集あいさつ並びに議案の総括説明を求めます。 

  連合長、栁田君。 

                〔広域連合長 栁田清二君登壇〕 

○連合長（栁田清二君） 皆さん、こんにちは。 

  招集の御あいさつを申し上げます。 

  本日、ここに平成２４年佐久広域連合議会第３回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様

には、公私ともに御多用のところ御参集をいただきまして、定刻に議会が開会できましたことを厚

く御礼申し上げます。 

  ６月の第２回定例会の招集あいさつでは、春先の天候不順により、農作物への影響が心配される

ことを申し上げましたが、その後は、この佐久地域には台風等による大きな被害はなく、無事、秋

の収穫を迎えられますことは、自然の偉大さに感謝をするところでございます。 
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  さて、１０月１日に野田第３次改造内閣が発足いたしました。今、国民の願いは、内外の諸問題

に的確に対応し、国民の生活を安定させるための政策実現に向けて、政府と与党が連携して政策遂

行に努め、決断する政治を一歩でも二歩でも前に進めていくことが国民の負託に応える唯一の道で

あると考えており、現政権における使命であると認識をいたしております。 

  次に、最近の経済情勢について申し上げます。 

  １０月１２日に発表されました内閣府の月例報告では、「景気は、引き続き底堅さも見られるが、

世界景気の減速等を背景として、このところ弱目の動きとなっている」とされております。「先行

きについては、当面は弱目の動きが続くと見込まれる。その後は、復興需要が引き続き発現する中

で、海外経済の状況が改善するにつれ、再び景気回復へ向かうことが期待されるが、欧州や中国等、

対外経済環境をめぐる不確実性は高い。こうした中で、世界景気のさらなる下振れや金融資本市場

の変動等が我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、収益や所得の動向、デフレの影

響等にも注意が必要である」とされています。一日も早い景気の回復を切に願うところであります。 

  それでは、最近の佐久広域連合の状況につきまして、５点申し上げます。 

  まず１点目といたしまして、「観光を基軸にした交流人口創出プロジェクト」についてでござい

ます。 

  御存じのとおり、地方の各地では、観光による交流人口の創出を図ることが、地域経済への波及

効果
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ることがないよう進めているところであります。今後につきましても、出前講座や研修会などの開

催により、積極的に制度の周知を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、「障害者相談支援センター」の本年４月から９月までの相談状況につきましては、

１，０３９名の利用者がありまして、３，１００件ほどの相談に応じております。今後も各障害に

対応したコーディネーターが責任を持って相談支援を行ってまいりたいと考えております。 

  ３点目といたしまして、消防業務について申し上げます。 

  消防業務は、火災・地震などの災害から住民の生命・財産を守り、地域の安全・安心を支えるた

めに重要な役割を担っております。災害は、いつ、どこで、何が発生するかわかりません。万一の

場合に備え、各署において日常の訓練はもとより、９月１日の防災の日を中心に、市町村で実施さ

れました防災訓練への参加、事業所の消防訓練の立ち会い、指導等をもって災害時に円滑な連携を

図り、迅速な対応ができるよう引き続き努めてまいります。 

  また、防災に対する啓発にも努めているところでありますが、今年度も管内の小学校４年生以上

を対象に、防火ポスターの募集をいたしましたところ、１，１３８点の応募がございました。優秀

作品につきましては、火災予防の啓発を図るため、多くの人が利用する施設に展示をしてまいりま

す。 

  次に、消防庁舎整備事業につきましては、消防本部・佐久消防署及び北部消防署ともに、現況測

量、地質調査が終了し、平成２５年度からの工事に向けまして、現在設計業務を進めているところ

でございます。また、消防救急無線デジタル化整備につきましても、平成２７年度の試験運用に向

けまして、事業を推進しております。平成２５年度からの共同整備に伴う発注主体を引き続き「長

野市」にお願いする協定締結につきましても、「東北信消防救急無線デジタル化推進委員会」で確

認・了承されたところでございます。 

  ４点目といたしまして、福祉施設の状況について申し上げます。 

  現在、広域連合では、特別養護老人ホーム勝間園、美ノ輪荘、さらに立科町に指定管理者制度に

より管理運営をお願いしております徳花苑につきまして、佐久広域連合広域計画に基づき、社会福

祉法人等への移管に向けた準備を現在進めているところでございます。 

  ５点目といたしまして、食肉流通センターの状況について申し上げます。 

  平成２３年の東日本大震災の影響による、東京電力福島第一原子力発電所事故の放射能汚染に伴

う風評被害により、牛肉の枝肉相場が低迷し、また、飼料の高騰から生産農家は大変厳しい状況が

現在も続いております。 

  このような状況の中、本年３月に「協同組合信州ミートパッカー」による牛肉の不適正表示事件

が発覚し、また、４月に入り、不正競争防止法違反から警察の強制捜査となり、９月には信州ハム

株式会社からの出向社員２人と、両罰規定で信州ハム株式会社が起訴される事態と相成ったわけで

ございます。今回の事件により、信州ハム株式会社は、食肉事業から撤退し、かわりに仕入れを株
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式会社ニチレイフレッシュが行い、販売については、県外の業者及び県内の大手業者については、

株式会社ニチレイフレッシュが、県内中小の小売店につきましては、株式会社丸水長野県水が事業

継承していくと聞いております。 

  食肉加工工場「協同組合信州ミートパッカー」につきましては、現在、司法の判断により事件が

解決するまでの間は、信州ハム株式会社が責任を持って運営していくことが確認をされております。

その後につきましては、信州ハム株式会社の事業を継承いたします株式会社ニチレイフレッシュと

の間におきまして、協議、検討が行われているとお聞きをいたしております。今後、新たな進展が

ありましたら、皆様に御報告をさせていただきます。 

  なお、この事件により、信州ハム株式会社と食品販売小売店の間における、取引停止及び自粛に

よる影響を受け、当食肉流通センターの処理頭数が、４月から約２５％減少をしております。 

  処理頭数の確保につきましては、信州ハム株式会社の事業を継承いたします株式会社ニチレイフ

レッシュと協議、検討する中で、改善に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、当食肉流通センターで屠畜された長野県産の牛肉の放射性物質検査の状況は、１０月６日

現在、１，３３３頭の検査が行われ、全て不検出となっております。今後も引き続き、畜産業の振

興及び消費者の皆様に食肉の安全・安心な提供が行えるよう努めてまいります。 

  また、昨日の１０月２１日の日曜日には、食肉の消費拡大を図ることを目的に、佐久平駅前のミ

レニアムパークにおきまして、「大お肉祭り」を開催いたしましたところ、３，３００名を超える

大勢の皆さんにお越しいただきました。改めて関係者の皆様に感謝と御礼を申し上げる次第であり

ます。 

  それでは、引き続きまして議案の総括説明を申し上げます。 

  本日、定例会に提案いたしました議案は、条例案２件、平成２３年度決算認定６件、平成２４年

度補正予算案６件、合わせて１４件でございます。 

  初めに、条例案について申し上げます。 

  佐久広域連合消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに管轄区域に関する条例の一部を改

正する条例については、小諸市の住居表示整備事業の実施により、町の区域及び名称が変更された

ことに伴いまして、小諸消防署の位置を定めた規定を改めようとするものであります。 

  佐久広域連合火災予防条例の一部を改正する条例につきましては、「対象火気設備等の位置、構

造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を

改正する省令」が公布され、近年の電気自動車の普及に伴い、設置が進められている電気自動車用

急速充電設備について、対象火気設備等の対象として追加されるとともに、設置する際の位置、構

造及び管理に関する基準が新たに定められたことに伴いまして、所要の改正を行おうとするもので

あります。 

  次に、決算認定について申し上げます。 
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  本定例会に提案いたしました決算は、平成２３年度佐久広域連合一般会計及び５特別会計の決算

であり、それぞれ監査委員の意見を付して、議会の認定をお願いしようとするものであります。 

  なお、決算の概要につきましては、後ほど事務局長、消防長から説明を申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

  続きまして、補正予算（案）について申し上げます。 

  今回の一般会計補正予算（第２号）は、３０万円を追加補正して、総額を１１億１，２８５万円

としようとするものであります。歳入では、財政調整基金繰入金、繰越金を増額し、市町村分担金

を減額とするものであります。歳出では、昨年より続きました社会福祉施設においての不祥事の対

策といたしまして、利用者の権利を守り、顧客満足度の向上を図るため、職員教育の充実と職員の

意識改革を推進し、介護サービス等の質の向上を図ることを目的に「佐久広域連合社会福祉施設に

係る福祉サービス向上懇話会」を設置し、委員の皆様より各種御助言をいただきたいと考えており、

その懇話会開催のための経費でございます。 

  次に、消防特別会計補正予算（第１号）は、一般会計同様、歳入では県委託金、財政調整基金繰

入金、繰越金を増額し、市町村分担金を減額とするものでございます。 

  次に、養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号）は、６６万円の追加補正をいたしまして、総

額２億４，１８６万円とするものであります。歳入では、繰入金の増額、決算による繰越金確定に

伴うものであります。歳出では、勝間園に入所されていて、死亡退所されました方により、生前に

勝間園所長を遺言執行者とする公正証書遺言が残されており、その遺言執行に伴う、弁護士費用等

でございます。 

  次に、勝間園ほか４施設の特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号）は、繰越金確定に伴

う額を財政調整基金に積み立てるもので、１７万３，０００円を追加補正して、総額を

９億２，７４７万３，０００円とするものであります。 

  次に、救護施設特別会計補正予算（第１号）は、３６万３，０００円を追加補正して、総額を

２億４，６４６万３，０００円とするものであります。歳入では、寄附金の増額、繰入金の増額、

決算による繰越金確定に伴うものであります。歳出では、入所されていて死亡されました方の御遺

族から御寄附をいただきましたので、備品購入費を増額するものであります。 

  次に、食肉流通センター特別会計補正予算（第１号）は、繰越金確定に伴う額を、財政調整基金

に積み立てるもので、１万２，０００円を追加補正して、総額を１億４，０９１万２，０００円と

するものであります。 

  この結果、一般会計及び５特別会計合わせて１５０万８，０００円を追加補正して、総額を

５０億６，２５５万８，０００円とするものであります。 

  以上、議案の概要について申し上げましたが、詳細につきましては、事務局長、消防長より説明

を申し上げますので、よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げまして、総括説明とさせて
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いただきます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第２６号の説明 

○議長（別府福雄君） 議案第２６号 佐久広域連合消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並び

に管轄区域に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明を求めます。 

  消防長、工藤君。 

                〔消防長 工藤博隆君登壇〕 

○消防長（工藤博隆君）  議案第２６号 佐久広域連合消防本部及び消防署の設置、位置及び名称

並びに管轄区域に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。 

  本案は、小諸市における住居表示整備事業の実施に伴いまして、町の区域及び名称が変更となる

ことから、小諸消防署の位置を定めた規定を改めようとするものでございます。 

  改正内容につきましては、第２条の表中、小諸消防署の位置を、小諸市甲３２２２番地１から、

小諸市八幡町三丁目３番１６号に改めるものでございます。 

  なお、附則といたしまして、本条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 

  以上でございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第２７号の説明 

○議長（別府福雄君） 続きまして、議案第２７号 佐久広域連合火災予防条例の一部を改正する条

例の制定について、説明を求めます。 

  消防長、工藤君。 

                〔消防長 工藤博隆君登壇〕 

○消防長（工藤博隆君） 議案第２７号 佐久広域連合火災予防条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、御説明を申し上げます。 

  本案は、このたび国において、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取

扱いに関する条例の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、佐久広域連合火災予防条例の一

部を改正しようとするものであります。 

  改正内容でございますが、電気自動車の普及に伴い、設置が進められている電気自動車用急速充

電設備について、設置する際の位置、構造及び管理の制定基準について、佐久広域連合火災予防条

例第１１条 変電設備の次に、第１１条の２ 急速充電設備を新たに定め、設置の際の位置、構造

及び管理について１４項目にわたり基準を定めるものでございます。 

  なお、この条例は、平成２４年１２月１から施行しようとするものでございます。 

  以上、概要を申し上げましたが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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    ◎議案第２８号の説明 

○議長（別府福雄君） 続きまして、議案第２８号 平成２３年度佐久広域連合一般会計歳入歳出決

算認定について、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 議案第２８号 平成２３年度佐久広域連合一般会計歳入歳出決算認定に

つきまして御説明を申し上げます。 

  なお、説明に当たりましては、議案中ほどにございます平成２３年度主要施策の成果等予算執行

報告書で申し上げます。 

  それぞれ会計ごとに区分けしてございますが、最初に、水色の表紙に印字をしてございます、平

成２３年度主要施策の成果等予算執行報告書の一般会計をお願いいたします。 

  それでは、申し上げます。一般会計報告書の２ページにございます決算総括表において、上段の

一般会計の欄をごらんください。 

  歳入決算額が４億５，４６３万６，４４９円、歳出決算額は４億５，４０５万５，５５１円、予

算現額に対し、歳入における収入率は１００．００％、歳出における執行率は９９．８７％でござ

いました。よって、歳入歳出差引残高５８万８９８円は、平成２４年度へ繰り越しといたします。 

  ３ページをお願いいたします。歳入より申し上げます。 

  款１分担金及び負担金３億６，７６４万円は、本会計の主たる財源であり、１１組織市町村から

の分担金収入でございます。歳入総額全体に占める市町村分担金の割合は、８０．８６％でござい

ます。 

  次に、款２使用料及び手数料５，８５２万５，５００円は、火葬場使用料及び霊柩車使用料でご

ざいます。平成２３年度における火葬件数は前年度比１７６件増の２，６０９件、霊柩車使用件数

は前年度比１６４件増の２，４７６件でございました。 

  款３県支出金６９９万８，０００円は、観光用プロモーションＤＶＤ作成に伴う地域発元気づく

り支援金及び地域支え合い体制づくり事業補助金によるものでございます。 

  次に４ページをお願いいたします。 

  款４財産収入２７１万６，０００円は、佐久総合病院に貸し付けをしている旧伝染病舎貸付料、

款５繰入金１，６０５万５，０００円は、財政調整基金繰入金及び減債基金繰入金、款６諸収入

２１３万４，７６７円は、生命保険事務手数料、広告掲載手数料、そして公衆電話通話料等の雑入、

款７繰越金５６万７，１８２円は前年度繰越金でございます。 

  歳入につきましては、以上でございます。 

  次に、５ページからの歳出に行かせていただきます。 

  款１議会費２００万３，１６０円は広域連合議会活動に係る議員報酬、及び議会運営に要する経
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常経費等の支出であり、執行率は９９．６６％でございます。実績成果は本表記載のとおりでござ

います。 

  続きまして、７ページをお願いをいたします。 

  款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費１億３，２７１万７，５８３円は、委員報酬及び

一般職員のうち福祉課職員を除く事務局職員の給与費などの事務的経費、及び委託料の状況として

整理してございます。事業名が法律相談業務を初め、例規検索システム維持管理等の委託料のほか、

８ページの負担金、補助金等の状況の県縦断駅伝全佐久チーム負担金、あるいは佐久美術展事業補

助金等としての支出、またその他の経費では、区分が使用料及び賃借料となる広域連合事務所使用

料や積立金となる年度間調整における財政調整基金積立金等であり、執行率は９９．９９％でござ

いました。事業実績は本表記載のとおりでございます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  目２企画費１，１５２万２，４４７円は、イントラネットシステム保守委託料及び佐久地域観光

推進事業委託料としての支出、１１ページ、（２）市町村職員人材育成事業の実施による費用、

（３）広域連合広報紙等発行事業の経費ほか、１２ページの（４）組織市町村の観光スポットをめ

ぐる第１０回ふるさと探訪ツアー等の開催経費、また（５）広域観光パンフレット等作成費用でご

ざいます。執行率は９９．９５％でございました。事業実施内容と詳細は実績成果のとおりでござ

います。 

  次に、１５ページの目３公平委員会費及び項１選挙費、１６ページの項３監査委員費は、それぞ

れ委員さんの委員報酬等経常経費の支出でございます。実績等は本表記載のとおりでございます。 

  １７ページをお願いいたします。 

  款３民生費、項１社会福祉費、目１介護認定審査会費６，５７１万６，４５６円は、介護認定審

査会の委員報酬、職員給与費、また委託料では要介護認定支援システム保守委託料ほか、その他の

経費では使用料及び賃借料におけるシステム使用料等の経常経費として予算を費やし、執行率は

９９．９９％でございました。なお、介護認定審査会は２７０回の開催、認定審査件数は

１万９０６件、前年度と比較しますと、３０９件の減でございました。 

  次に、１９ページをお願いいたします。 

  目２障害程度区分認定審査会費８５９万９，５４０円は、障害程度区分認定審査会の委員報酬、

職員給与費のほか、その他経費のうち旅費を初め、使用料及び賃借料におけるシステム使用料等の

経常経費であり、執行率は９９．９２％でございました。なお、障害程度区分認定審査会は都合

１７回開催をし、審査件数は４５１件、前年度と比較いたしますと、３４件の増、審査結果は本表

のとおりとなっております。 

  次に、２０ページの目３特別養護老人ホーム会計繰出金２，１７１万７，０００円は、特別養護

老人ホーム塩名田苑の建設に伴う起債元金償還金の繰出金でございます。 
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  ２１ページをお願いいたします。 

  目４成年後見支援センター運営費８１２万７，５７８円は、職員給与費のほか、施設の開所に係

る備品購入等における必要経費としての支出であり、執行率は９９．１１％であります。 

  ２２ページをお願いいたします。 

  款４衛生費、項１保健衛生費、目１血液保管所費１８０万円でございますが、これは救急業務等

設備事業に対応するため、浅間総合病院への血液保管業務委託料でございます。 

  次に、２３ページの目２火葬場費８，３２２万３，６９２円は、高峯苑及び豊里苑の火葬業務委

託料及び霊柩業務委託料のほか、２４ページ工事請負費における火葬炉等改修工事費、またその他

経費の需用費では燃料費など施設管理運営に要する経費としての支出、執行率は９９．９９％。な

お、市町村別の利用状況等は、本表記載のとおりとなっております。 

  次に、２５ページ、目３病院群輪番制運営費３，２３７万５，０００円は、休日・夜間における

入院治療を必要とする救急患者や重症患者の医療を確保するため、圏域の４病院に対する補助金で

あり、稼働状況につきましては、記載のとおりとなっております。 

  次に、２６ページ、目４食肉流通センター会計繰出金７，８３７万円は、平成１１年度から平成

１３年度におけると畜場整備事業債の元利償還金及び施設運営費分担金でございます。 

  ２７ページをお願いいたします。 

  款５教育費、項１社会教育費、目１視聴覚ライブラリー費４４８万９，２１５円は、小中学校等

への貸出用視聴覚教材ＤＶＤの購入経費、県視覚・放送教育研究会負担金等及びその他経費に記載

の臨時職員賃金などの支出、執行率は９９．８９％でございます。なお、視聴覚教材の貸し付け状

況はビデオテープ等で２，４８３本であり、前年度と比較いたしますと１９３本の減少でございま

す。詳細は本表のとおりでございます。 

  ３０ページをお願いいたします。 

  款６公債費、項１公債費、目１元金２８５万１，０６０円は、平成１０年度介護サービス事業債

の元金償還金、目２利子３５万４，５２６円は、利子償還金でございます。 

  款７予備費は、全額不用額としております。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御承認賜りますようお願いいたします。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第２９号の説明 

○議長（別府福雄君） 次に、議案第２９号 平成２３年度佐久広域消防特別会計歳入歳出決算認定

について、説明を求めます。 

  消防長、工藤君。 

                〔消防長 工藤博隆君登壇〕 

○消防長（工藤博隆君） 議案第２９号 平成２３年度佐久広域消防特別会計歳入歳出決算認定につ
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きまして、御説明を申し上げます。 

  初めに、平成２３年度の主な事業等につきまして、若干御説明を申し上げさせていただきます。

近年の多種多様化する災害出動の状況でございますが、圏域内の火災出動につきましては、

１６５件、前年度比５１件の増でございました。現在、消防の主たる業務となっております救急出

動につきましては、９，１４３件、前年度比３８０件の増でございます。これは、圏域住民２３人

に１人が救急搬送されたという数字になっております。依然として、出動の多い救急業務は、さら

なる高度救急処置技術の要望を踏まえまして、消防本部としましては、年度計画に沿って救急救命

士の養成を行うとともに、各消防署の緊急車両等の更新計画に沿い、小諸消防署の救助工作車、佐

久消防署の指令車、広報車、軽井沢消防署の水槽付消防ポンプ自動車、南部消防署におきましては、

小型動力ポンプ付水槽車を更新配置する中で、住民の安寧保全に努めたところでございます。 

  また、平成２７年度までの消防指令センター一元化に伴い、多額の費用を要することから、平成

２３年度より１億５，０００万円を消防施設整備基金へ積み立てをお願いしているところでござい

ます。 

  それでは、お手元の資料、平成２３年度主要施策の成果等予算執行報告書の３２ページをごらん

いただきたいと思います。 

  ３２ページの歳入歳出予算書総括表の太字の部分でございます。Ｂ欄の歳入決算額は、

２２億６，５１１万８，４８１円でございます。Ｃ欄の歳出決算額は２２億６，１９１万８８９円

でございまして、歳入歳出の差し引き額３２０万７，５９２円が２４年度への繰り越しとなりまし

た。なお、予算現額に対する収入率につきましては、１００％でございまして、執行率は

９９．８６％でございました。 

  次に、３３ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入でございますが、款１分担金及び負担金の収入済額は、２２億４２６万３，０５２円でござ

いまして、歳入に占めます組織市町村からの分担金の割合は、９７．２４％となっているところで

ございます。 

  款２使用料及び手数料につきましては、危険物及び火薬類等の許可申請等に対します手数料

２４２万９，９００円でございます。 

  ３４ページをお願いいたします。 

  款３国庫支出金の３，３０３万４８９円は、緊急消防援助隊の登録車両であります救助工作車の

購入に際しまして、緊急消防援助隊設備整備費補助金として受けたもので、また、緊急消防援助隊

活動負担金は、東日本大震災における緊急消防援助隊の派遣に係る国からの負担金でございます。 

  款４県支出金につきましては、火薬類許可申請、それからＬＰガス工事等届け出に伴う特例処理

事務交付金４３万３，０００円でございます。 

  款５財産収入につきましては、消防救急無線デジタル化整備基金積立金の運用利子
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２９万１，７３２円でございます。 

  款６繰越金につきましては、消防本部及び各消防署の前年度繰越金３２０万２，１９１円でござ

います。 

  ３５ページをお願いいたします。 

  款７諸収入につきましては、消防本部及び各消防署の団体生命共済補助金や自動販売機電気料等、

また佐久警察署川西署庁舎周辺ゾーン整備による市道拡幅工事に伴う佐久市からの物件移転補償料

など、総額で２８２万９，１１７円でございます。 

  ３６ページをお願いいたします。 

  款８繰入金でございますが、広域連合財政調整基金繰入金１，８６３万９，０００円でございま

す。 

  続きまして、歳出でございます。 

  ３７ページをごらんいただきたいと思います。 

  まず、款１消防本部費でございますが、予算現額３億９，０４６万円に対しまして、支出済み額

３億９，０４３万２，７０８円でございます。予算執行率は９９．９９％でございます。職員

１９名分の給与費のほか、バルーン投光器を購入させていただきました。 

  ３８ページの負担金でございますが、職員研修を消防本部で計画いたしまして、消防大学校及び

消防学校等で専門的知識の向上を図るための消防学校入校負担金を支出したところでございます。

また、３９ページの消防救急デジタル無線基本設計業務負担金は、東北信地方の７消防本部が無線

デジタル化移行に伴い共同で導入し、経費節減を図るという協定に基づきまして、長野市へ業務委

託し、基本設計業務委託料を協定に基づく負担割合によりまして、負担したものでございます。 

  続きまして、款２消防署費につきまして、御説明を申し上げます。 

  ４５ページをごらんいただきたいと思います。 

  項１小諸消防署費でございますが、予算現額３億４，２３０万８，０００円に対しまして、支出

済み額３億４，２２７万８３７円でございます。予算執行率９９．９９％でございます。職員

３３名分の給与費のほか、４６ページになりますが、電話設備改修工事等を行いました。そのほか、

救助工作車、気象観測装置等の備品購入費の経費でございます。 

  ５１ページをお願いいたします。 

  項２佐久消防署費につきましては、予算現額３億２７０万９，０００円に対しまして、支出済み

額３億２６８万７，３４９円でございます。予算執行率は９９．９９％でございます。職員３７名

分の給与費のほか、消防業務遂行上、必要な保守委託等の経費でございまして、５２ページになり

ますが、備品購入につきましては、指令車、広報車等の購入をお願いしたものでございます。 

  続きまして 、５７ ページ の項３軽井沢消防署費につきましては、予算現額

３億３５５万６，０００円に対しまして、支出済み額３億３５２万５，４５３円でございます。予
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算執行率が９９．９９％でございます。職員３３名分の給与費のほか、指令台の保守管理委託料や

備品購入で、水槽付消防ポンプ自動車を購入しております。 

  次に、６３ページをお願いいたします。 

  項４北部消防署につきましては、予算現額２億１，２５４万２，０００円に対しまして、支出済

み額は２億１，０５２万４９５円でございます。予算執行率は９９．９９％でございます。職員

２７名分の給与費のほか、半自動除細動器、空気呼吸器用軽量ボンベなどの購入、また、火災予防

事業といたしまして防火用看板も制作し、消防署内に掲示し、防火意識の啓発を行っております。 

  ６９ページをお願いいたします。 

  項５川西消防署費でございます。予算現額２億２，９４８万円に対しまして、支出済み額は

２億２，９４５万７，００５円でございます。予算執行率は９９．９９％でございます。職員

２７名分の給与費のほか、７０ページになりますが、上下水道設備移設工事、庁舎屋根外壁雨漏り

改修工事を行い、備品関係では空気呼吸器、船外機・法定備品セット等を購入いたしました。 

  次に、７５ページをお願いいたします。 

  項６南部消防署費でございます。予算現額２億９，６２８万３，０００円に対しまして、支出済

み額は２億９，６２６万５６９円でございます。予算執行率は９９．９９％でございます。職員

３４名分の給与費のほか、７６ページになりますが、備品購入では小型動力ポンプ付水槽車、救命

索発射銃等の購入をしております。 

  次に、８１ページをお願いいたします。 

  項７御代田消防署費でございます。予算現額の１億８，２３６万８，０００円に対しまして、支

出済み額は１億８，２３５万８１円でございます。予算執行率につきましては、９９．９９％でご

ざいます。職員２１名分の給与費のほか、消防救急用機器等の保守委託と救命索発射銃、また空気

呼吸器と軽量ボンベ等の購入も備品購入として行っております。 

  次に、８７ページをお願いいたします。 

  款３公債費につきましては、消防署費の非常用電源と南部消防署の高規格救急自動車を配備する

際に借り入れました、消防防災施設整備事業債の元金及び利子の償還でございまして、元金償還金

２３８万８，０００円と利子分１万８，３９２円の、合計２４０万６，３９２円の償還を行ったと

ころでございます。 

  最後に、８８ページになりますが、款４予備費につきましては、緊急消防援助隊出動時や消防総

務応援協定に基づき、長期間または多数の職員を被災地へ派遣した場合の予備費３００万円でござ

いますが、平成２３年度予算内において、対応ができましたことからこの予備費からの支払いはな

く、全額不用額となったものでございます。 

  以上、平成２３年度佐久広域消防特別会計歳入歳出決算認定の概要につきまして、御説明申し上

げましたが、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 
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   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第３０号～議案第３３号 

○議長（別府福雄君） 次に、議案第３０号 平成２３年度佐久広域養護老人ホーム特別会計歳入歳

出決算認定について、議案第３１号 平成２３年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出

決算認定について、議案第３２号 平成２３年度佐久広域救護施設特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、議案第３３号 平成２３年度佐久広域食肉流通センター特別会計歳入歳出決算認定について、

以上４件について、一括説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） それでは申し上げます。議案第３０号 平成２３年度佐久広域養護老人

ホーム特別会計歳入歳出決算認定につきまして、御説明を申し上げます。 

  同じく平成２３年度主要施策の成果等予算執行報告書の９０ページ、決算総括表のうち、佐久広

域養護老人ホーム特別会計欄をごらん願います。 

  この会計は、養護老人ホーム勝間園の運営に係る特別会計であり、記載にありますとおり、歳入

決算額は２億２，４９４万６，６５３円、歳出決算額が２億２，３８９万７，１７０円、予算現額

に対する収入率は１００．００％、歳出に伴う執行率は９９．５４％でございます。このことから、

歳入歳出差し引き残高１０４万９，４８３円は、平成２４年度へ繰り越しといたします。 

  ９１ページをお願いいたします。 

  歳入より申し上げます。 

  款１分担金及び負担金における収入済額の総額１億７，２１０万４，２７２円は、事務費、生活

費の措置費負担金並びに生活管理指導短期宿泊事業に係る市町村分担金。 

  款２サービス収入、項１介護給付費収入４，６５６万４，４２８円は、介護サービス対象者に対

する訪問介護事業費の収入及び処遇改善交付金等、項２自己負担金収入４３２万５，９１０円は訪

問介護費自己負担金収入でございます。 

  款４財産収入１１万７，３２０円は社会福祉施設財政調整基金の運用利子、９２ページ、款７繰

越金１０５万８，０３８円は前年度繰越金、款８諸収入７７万６，６８５円は夜勤宿直職員の食費

を初め、農場作物売却代等の雑入でございます。 

  歳入につきましては、以上でございます。 

  次に、９３ページの歳出に移らせていただきます。 

  申し上げます。 

  款１民生費、項１社会福祉施設費、目１総務費における１億１３１万６，２６０円は職員給与費

及び嘱託臨時職員賃金、また委託料における診察業務委託料ほかの各種業務委託料、９４ページの

工事請負費では、避難誘導灯設置工事費等、備品購入ではオープン保管庫等の購入を実施し、執行
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率は９９．９８％でございました。 

  ９５ページの（１）基金の状況を申し上げます。老人ホーム財政調整基金の今年度末負担額は

２億４，０３１万３，２６７円となっております。次に、目２施設費７，０３６万１，１３５円の

執行に伴う事業実績は、９６ページからそれぞれ整理してございますので、報告書のとおり実施を

いたしました。 

  ９９ページをお願いいたします。 

  委託料では、給食調理業務委託料等、備品購入では立ち上がり補助器具等の備品購入、１００ペ

ージの扶助費では、入所者小遣いや入院患者日用品費等の扶助費、またその他経費では、燃料費等

の需用費を初めとした入所者の生活に係る経費としての支出であり、執行率は９９．９９％でござ

いました。 

  １０１ページから記載の目３訪問介護事業費４，３９８万８，４３９円は、職員給与費及び嘱託

臨時職員賃金、委託料では介護保険システム使用料等であり、執行率は９９．９８％でございます。

利用状況は本表のとおりとなっております。 

  次に、１０３ページをお願いいたします。 

  目４居宅支援事業費における支出済み額は８２３万１，３３６円であり、主な内容としては、職

員給与費及びその他経費の使用料及び賃借料に区分されます介護保険システム使用料等でございま

す。執行率は９９．９１％でございました。 

  １０４ページの款２予備費は、全額不用額としてございます。 

  勝間園に係る養護老人ホーム特別会計につきましては、以上でございます。 

  続きまして、議案第３１号 平成２３年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認

定につきまして、御説明を申し上げます。 

  報告書１０６ページをお願いいたします。決算総括表の佐久広域特別養護老人ホーム特別会計欄

をごらん願います。 

  本会計は、勝間園、美ノ輪荘、豊昇園、塩名田苑、以上４施設における維持管理費と入所者にか

かわる運営経費でございます。歳入決算額が９億７，１３０万７，２８６円、歳出決算額は

９億６，７１３万１，５１７円、予算現額に対する収入率は１００．０１％、歳出に伴う執行率は

９９．５８％となったものでございます。このことから、歳入歳出差し引き残高となる

４１７万５，７６９円につきましては、平成２４年度へ繰り越しといたします。 

  各施設ごとの決算状況につきまして、個々の内容を御説明申し上げます。 

  １０７ページをお願いいたします。 

  初めに、勝間園の歳入より申し上げます。 

  款１サービス収入、項１介護給付費収入２億４，４１３万５，９１７円は施設介護サービス費収

入及び施設介護サービス費処遇改善交付金等、項２自己負担金収入４，３９１万８，２７６円は施
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設介護サービス自己負担金収入等であり、項３市町村助成費収入１万５，１００円は、佐久穂町か

らの利用者負担軽減制度市町村助成費の収入でございます。 

  款２財産収入の２５万１，４００円は財政調整基金運用利子、款３寄附金２９７万９，２８５円

は、入所者お二人からの寄附金収入、１０８ページ、款５繰越金１０３万１，９８７円は、前年度

繰越金、款６諸収入１９９万８，２９６円は、職員食費等、利用者預り金管理費等の雑入でござい

ます。 

  次に、１０９ページの歳出について申し上げます。 

  款１民生費、項１勝間園社会福祉施設費、目１施設費２億９，３２９万１，４７８円は、職員給

与費及び嘱託臨時職員賃金、委託料における給食調理業務委託や診察業務委託料等の委託料、また、

施設整備に当たりましては、１１０ページに記載の工事請負費となる避難誘導灯設置工事費や備品

購入費としての執行をいたしました。 

  １１１ページのその他の経費でございますが、需用費における燃料費、光熱水費等の施設維持管

理経費でございます。 

  施設の利用状況でございますが、１１２ページからの表記してあるとおりでございますので、後

ほどごらんいただきたいというふうに思います。 

  １１６ページをお願いいたします。 

  （１１）基金の状況でございます。当施設における社会福祉施設財政調整基金の今年末残高は

４億７，９８６万１，９１２円となっております。 

  １１７ページの款３予備費は、全額不用額として処理をいたしました。 

  勝間園特別会計は以上でございます。 

  続きまして、１１８ページをお願いいたします。 

  特別養護老人ホーム特別会計美ノ輪荘の部分に移らせていただきます。 

  先に歳入より申し上げます。 

  款１サービス収入、項１介護給付費収入１億７，４５７万７５２円は、施設介護サービス費収入

及び処遇改善交付金等でございます。項２自己負担金収入３，１１５万９，５４１円は施設介護サ

ービスにおける自己負担金収入等でございます。 

  次に、款２財産収入３万３，５２０円は、財政調整基金における運用収入。 

  １１９ページについて説明を申し上げます。 

  款５繰越金１０１万５，０００円は前年度繰越金、款６諸収入、項２雑入における

１３７万８，７２１円は、夜勤、あるいは宿直者が負担する職員食費、また利用者預り金の管理費

等でございます。 

  歳入は以上でございます。 

  次に、１２０ページの歳出に移らせていただきます。 
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  款１民生費、項２美ノ輪荘社会福祉施設費、目１施設費２億７０６万５，６４８円は、職員給与

費及び臨時職員賃金、また委託料における診察業務、給食調理業務などの各種業務委託料のほか、

１２１ページの施設の整備状況では、備品購入に充てた業務用洗濯機、軽四貨物自動車等の備品購

入、１２２ページその他の経費では、需用費における燃料代、光熱水費などの施設維持管理経費と

しての支出でございます。 

  施設の利用状況は、本表記載のとおりでございます。 

  １２７ページをお願いいたします。 

  （１１）基金の状況でございます。本施設における財政調整基金の今年度末残高は

１億４，９８４万７，６６７円となっております。 

  款３予備費は、全額不用額としてございます。 

  美ノ輪荘特別会計につきましては、以上でございます。 

  次に、１２８ページ、豊昇園についての決算状況等の説明に移らせていただきます。 

  最初に、歳入から申し上げます。 

  款１サービス収入、項１介護給付費収入１億８，５３４万３，５４９円は、施設介護サービス費

収入及び処遇改善交付金等、項２自己負担金収入３，２４７万６，６２０円は、施設介護サービス

における自己負担金収入、款２財産収入６万７，７６０円は、財政調整基金運用利子。 

  次に、１２９ページの款５繰越金１０２万８，３９９円は、前年度繰越金、款６諸収入

１４１万８，４９９円は、夜勤宿直者等が利用した食事の職員食費ほか、利用者預り金管理費等の

雑入となります。 

  歳入は以上でございます。 

  続きまして、１３０ページの歳出につきまして申し上げます。 

  款１民生費、項３豊昇園社会福祉施設費、目１施設費２億１，９３０万８，６５４円は、職員給

与費、嘱託臨時職員賃金や委託料における給食調理業務、診察業務などの各種業務委託料でござい

ます。 

  １３１ページの施設整備におきましては、浴室等改修工事のほか、備品購入における業務用乾燥

機、また車椅子体重計等の備品を購入いたしました。 

  １３２ページ、その他の経費では、需用費における燃料費、光熱水費などの需用費等の支出でご

ざいます。入所の状況、また日常生活の状況はそれぞれ実績のとおりでございます。 

  １３７ページをお願いいたします。 

  （１０）に記載がございますけれども、基金の状況でございます。本施設における財政調整基金

の今年度末残高は２億２，５１９万５，９５９円となっております。 

  款３予備費は、全額不用額としてございます。 

  以上、豊昇園の決算内容を申し上げました。 
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  次に、１３８ページをお願いいたします。 

  塩名田苑の説明に移らせていただきます。 

  歳入より申し上げます。 

  款１サービス収入、項１介護給付費収入１億８，８７１万２，８２１円は、施設介護サービス費

収入及び処遇改善交付金等、項２自己負担金収入３，５５０万５１１円は施設介護サービス自己負

担金収入等でございます。 

  次の款２財産収入 ５万２８０円は、財政調整基金積立金利子、款４繰入金

２，１７１万７，０００円は、塩名田苑施設建設費に借り入れた連合債の償還に対する一般会計か

らの繰入金、１３９ページの款５繰越金１０８万６０円は、前年度繰越金、款６諸収入、項２雑入

１４３万８９２円は、職員食費、及び利用者預り金管理費等における雑入でございます。 

  歳入は以上でございます。 

  次に、１４０ページからの歳出につきまして、申し上げます。 

  款１民生費、項４塩名田苑社会福祉施設費、目１施設費２億２，５７４万９，７６３円は、職員

給与費及び嘱託臨時職員賃金、委託料の給食調理業務、診察業務などの各種業務委託料。 

  次に、１４１ページの施設整備におきましては、工事請負費となる居室空調設備設置工事ほか、

また、備品購入費として業務用洗濯機、自動体外式除細動器等の購入、１４２ページ、その他の経

費は、燃料費、光熱水費などの需用費等、施設維持管理費経費や財政調整基金での積立金等でござ

います。 

  １４６ページの（１１）基金の状況を申し上げます。 

  本施設における財政調整基金の今年度末残高は、１億８，４５５万２，０２４円となっておりま

す。 

  １４７ページをお願いいたします。 

  款２公債費、項１公債費、目１元金１，９３１万９，３６５円は、平成５年度に厚生福祉施設整

備事業債として借り入れた塩名田苑建設における元金償還金。目２利子２３９万６，６０９円は償

還利子、款３予備費は、全額不用額でございます。 

  以上、特別養護老人ホーム４施設における決算会計を申し上げました。 

  続きまして、議案第３２号 平成２３年度佐久広域救護施設特別会計歳入歳出決算認定につきま

して、御説明を申し上げます。 

  報告書の１４９ページ、決算総括表における佐久広域救護施設特別会計欄をごらんいただきたい

と思います。 

  本会計は、生活保護法に基づき清和寮の維持管理費と入所者にかかわります運営経費でございま

す。歳入決算額が２億８０６万２，０１１円、歳出決算額は２億７０２万４，８３６円、予算現額

に対する収入率は１００．００％、歳出に伴う執行率は９９．５０％でございます。このことから、
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歳入歳出差し引き残高となる１０３万７，１７５円は、平成２４年度へ繰り越しといたします。 

  １５０ページをお願いいたします。 

  最初に、歳入から申し上げます。 

  款１分担金及び負担金、項１負担金２億６２０万３，９１３円は、県、市からの事務費、保護費

負担金及び入所者の自己負担金でございます。 

  １５１ページをお願いいたします。 

  款５寄附金３万円は一般寄附金、款７繰越金１０３万８，６３０円は前年度繰越金、款８諸収入

７８万９，４６８円は職員食費、農場作業代等の雑入ほか。 

  歳入は以上でございます。 

  次に、１５２ページからの歳出に移らせていただきます。 

  款１民生費、項１社会福祉施設費、目１総務費１億４，３７６万８１８円は、職員給与費及び嘱

託臨時職員賃金、委託料における診察業務、機能回復訓練業務などの各業務委託料でございます。 

  １５３ページの施設整備では、備品購入における地上デジタル対応テレビ等の購入費、また、そ

の他の経費は、事務費等施設管理経費としての支出。なお、執行率は９９．９８％でございました。 

  １５４ページをお願いいたします。 

  上段の（１）基金の状況でございます。本施設の財政調整基金における今年度末残高は、

６，３８９万３，３２０円となっております。 

  目２施設費６，３２０万２，１０１円は、入所者の日常生活に係る経費であり、１５９ページに

記載の委託料における給食調理業務等の各種業務委託料ほか、備品購入に充てた会議用テーブルの

備品購入費、また、１６０ページのその他の経費では、入所者の日用品や燃料費、光熱水費などの

需用費等で、執行率は９９．９８％でございます。 

  次の款２公債費、項１公債費、目２利子における６万１，９１７円は、施設整備における償還利

子、款３予備費は、全額不要額として処理でございます。 

  救護施設清和寮における特別会計につきましては、以上でございます。 

  続きまして、議案第３３号 平成２３年度佐久広域食肉流通センター特別会計歳入歳出決算認定

につきまして、御説明を申し上げます。 

  報告書１６２ページ、決算総括表の佐久広域食肉流通センター特別会計の欄をごらん願います。 

  歳入決算額が１億４，０３３万８，２４３円、歳出決算額は１億４，００２万５，３５５円、予

算現額に対する執行率は１００．００％、歳出に伴う執行率は９９．７８％でございます。よって、

決算によって生じた歳入歳出差し引き残高は３１万２，８８８円は、平成２４年度へ繰り越しとい

たしました。 

  １６３ページをお願いいたします。 

  最初に、歳入を申し上げます。款１使用料及び手数料５，５８９万１，５６７円は、食肉流通セ
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ンター使用料等であり、豚換算により処理頭数が前年度対比で２，３７９件の減少でございました。

このことから、収入におきましても前年度比で５．９％、３５１万５，４９６円の減収となりまし

た。 

  次に、款３財産収入３０３万２０７円は、協同組合信州ミートパッカー佐久加工センターに対す

る土地貸付料、款３繰入金８，１０９万円は起債元金償還金及び施設運営費に対する一般会計から

の繰入金、１６４ページの款４繰越金３１万４，７６９円は、前年度繰越金、款５諸収入

１万１，７００円は、センター敷地内における電柱等の土地使用料となります。 

  歳入は以上でございます。 

  次に、１６５ページの歳出を申し上げます。 

  款１衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生費１億１，１７１万２，９０５円は、職員給与費、

また委託料におきましては、社団法人佐久食肉公社への施設管理業務委託料のほか、年次計画に基

づく受水槽改修工事等のほか、小型貨物自動車の備品購入が主なものであります。執行率は

９９．９９％でございます。 

  施設の処理頭数等は１６６ページの本表の記載のとおりとなっております。 

  次に、１６７ページの（４）基金の状況を申し上げます。本センターにおける財政調整基金の今

年度末残高は２８７万８，３２０円となっております。 

  続きまして、１６８ページの款２公債費、項１公債費、目１元金２，４３５万９，０２２円は、

平成１１年度から平成１３年度にかけてと畜場整備事業債として、借り入れた施設整備における元

金償還金、目２利子３９５万３，４２８円は利子償還金、款３予備費は、全額不用額といたしまし

た。 

  以上、議案第３０号から議案第３３号によります決算概要を一括説明をしました。御審議の上、

御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎監査報告 

○議長（別府福雄君） ここで、監査委員から一般会計及び各特別会計の決算審査結果の報告を求め

ます。 

  監査委員、萩原君。 

                〔監査委員 萩原 茂君登壇〕 

○監査委員（萩原 茂君） 監査委員の萩原です。決算報告をさせていただきます。 

  平成２３年度佐久広域連合決算の審査結果について、御報告を申し上げます。 

  本審査は、地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項の規定に基づきまして、広域

連合長から審査に付されました、平成２３年度佐久広域連合一般会計、消防特別会計、養護老人ホ

ーム特別会計、特別養護老人ホーム特別会計、救護施設特別会計、食肉流通センター特別会計の、
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以上６会計における歳入歳出決算書及び決算附属書類、並びに財産に関する調書、また基金の運用

状況に関する調書等について、去る平成２４年７月２４日、２５日、２６日、２７日の４日間にわ

たり中島監査委員と審査を行いました。 

  審査に当たり、上原会計管理者並びに笠原事務局長を初め、関係担当職員から詳細な内容を聴取

するとともに、関係書類を慎重に審査いたしました。その結果、決算書及び関係調書等、いずれも

関係法令等に基づき作成されており、各会計ともに計数は正確であることを認めました。事業執行

に当たっては、どの部署においてもよく検討され、創意工夫し、実施されていました。これらの状

況及びこれらに対する意見については、既に連合長宛てに提出いたしました決算審査意見書に述べ

たとおりであります。皆様方には、お手元に配付されております議案つづりの中にありますので、

ごらんいただきたいと思います。 

  これからも広域行政での取り組みが業務の効率化、経費の節減に寄与されることを期待して、決

算審査の報告といたします。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第３４号の説明 

○議長（別府福雄君） 次に、議案第３４号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第

２号）について、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） それでは最初に、議案第３４号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補

正予算（第２号）につきまして御説明を申し上げます。 

  お手元の補正予算書１ページをお願いいたします。 

  本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１１億１，２８７円とするものである。 

  補正内容につきましては、３ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明を申し上

げます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  初めに、歳入より申し上げます。款１分担金及び負担金、項１分担金、目１広域行政分担金では、

既定予算額１０億４，１１２万５，０００円に対しまして、このたび２，３１７万５，０００円の

減額を行い、補正後の総額を１０億１，７９５万円とするものでございます。なお、この減額は市

町村分担金の年度間の財源調整による減額によるものでございます。 

  各市町村別の分担金の額は、ページ右側の説明欄にそれぞれ記載いたしてございます。また、詳

細につきましては、７ページに市町村別の分担金表を添えてございますので、後刻ごらんいただき

たいと存じます。 
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  続きまして、４ページ下段の款４繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金では、既定予算

１２７万５，０００円に対し、このたび２，２８９万５，０００円を増額し、補正後の総額を

２，４１７万１，０００円とするものであり、これは平成２３年度の専決補正時に財政調整基金に

積んであった額を繰り入れるものでございます。 

  次の５ページの款６繰越金５８万円の増額は、平成２３年度決算に伴う繰越金の確定により、こ

の増額補正を行うものでございます。 

  次に、６ページであります。歳出につきまして申し上げます。 

  款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費では、既定予算額１億１，４３９万８，０００円

に対し、このたび３０万円の増額をし、補正後の予算の総額を１億１，４６９万８，０００円とす

るものであり、なお、この予算計上が勝間園を初めとした社会福祉施設において発生いたしました、

一連の不祥事の再発防止対策といたしまして、外部の皆様に委員をお願いし、佐久広域連合社会福

祉施設における利用者の権利を守り、また、顧客満足度の向上を図るため、職員教育の充実と職員

の意識改革を推進し、もって、福祉介護サービスの質の向上を図ることを目的に、佐久広域連合社

会福祉施設に係る福祉サービス向上懇話会を設置し、関係機関の助言や課題等を検証していただき、

的確なサービス事業施設の運営に努めてまいるものでございます。 

  そのサービス向上懇話会設置に係る事務費として、８節報償費に委員謝礼として

２７万８，０００円、そして９節旅費として委員の費用弁用に７万２，０００円を充てるものでご

ざいます。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議を賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第３５号 

○議長（別府福雄君） 次に、議案第３５号 平成２４年度佐久広域消防特別会計補正予算（第

１号）について、説明を求めます。 

  消防長、工藤君。 

                〔消防長 工藤博隆君登壇〕 

○消防長（工藤博隆君） 議案第３５号 平成２４年度佐久広域消防特別会計補正予算（第１号）つ

きまして、御説明を申し上げます。 

  お手元の佐久広域連合消防特別会計補正予算書１ページをごらんいただきたいと思います。 

  本案は、既定の予算額の変更はございませんが、歳入の財源組みかえのため、歳入予算の款項の

金額に移動が生じましたことから、補正をお願いするものでございます。 

  主な内容につきましては、３ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書で御説明を申し上げま

す。 

  ４ページをお願いいたします。 
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  歳入の款１分担金及び負担金、項１分担金２，２７９万円の減額につきましては、市町村分担金

の年度間の財源調整による減額でございまして、款３県支出金、項１委託金の特例処理事務交付金

が確定したことに伴います１５万２，０００円の増額と、５ページにございますが、平成２３年度

決算に伴いまして、款５繰越金２０万７，０００円の増額、款７繰入金の財政調整基金からの繰入

金２，２４３万１，０００円の増額の合計額分につきまして、組織市町村からの分担金を精算する

ための補正を行うものでございます。 

  この結果、組織市町村からの市町村分担金が変更となってまいりましたことから、６ページの補

正後の市町村分担金を記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

  以上、平成２４年度佐久広域消防特別会計補正予算（第１号）の概要につきまして、御説明を申

し上げましたが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第３６号の説明 

○議長（別府福雄君） 次に、議案第３６号 平成２４年度佐久広域養護老人ホーム特別会計補正予

算（第１号）について、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 続きまして、議案第３６号 平成２４年度佐久広域養護老人ホーム特別

会計補正予算（第１号）につきまして申し上げます。 

  補正予算書１ページをお願いいたします。 

  本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２億４，１８６万円とするものでございます。 

  補正内容につきましては、３ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書により説明させていた

だきます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  歳入より申し上げます。 

  款６繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金では、既定予算額２，０８０万円に対し、このたび

６１万１，０００円の増額をし、補正後の総額を２，１４１万８，０００円とするものでございま

す。これは、平成２３年度専決補正時に年度間調整のため、繰り入れた財政調整基金の繰入金によ

り増額を行うものでございます。 

  次の款７繰越金４万９，０００円の増額補正は、平成２３年度決算に伴う繰越金の確定によるも

のでございます。 

  次に、５ページ、歳出につきまして申し上げます。 

  款１民生費、項１社会福祉施設費、目１総務費では、既定予算額１億２４７万３，０００円に対
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し、このたび６６万円を増額し、補正後の予算額を１億６１３万３，０００円とするものでござい

ます。 

  ８節報償費の追加をお願いするもので、これは、平成５年に死亡されました養護老人ホーム勝間

園における女性入所者につきましては、生前勝間園の所長を遺言執行者とする自筆証書遺言を残し

ておりました。これは、勝間園に対しまして入所者本人が死亡した際の葬儀一切と、埋葬を委託す

るとともに、自己名義に係る預貯金債権を寄贈することを、佐久広域養護老人ホーム勝間園所長を

指定したものによるものでございます。個人の遺言により、預貯金の返還請求を行うため、弁護士

費用等の相当額として６６万円の増額補正を行うものでございます。 

  今後、対応といたしましては、既に寄附者もお亡くなりになっておりますので、まずお亡くなり

になっている寄附者の取引金融機関であります郵便貯金株式会社に対しまして、遺言執行人の代理

人弁護士によりまして、預貯金の払い戻し請求を行います。しかし、郵便貯金株式会社がその支払

い依頼に応じない場合は、長野家庭裁判所に民事訴訟を提起するわけですが、裁判所に遺言の趣旨

の解釈をいただくためには、法定相続人に対しまして、遺言者の有無の確認が必要であり、その確

認及び確定を行うための費用を計上するものでございます。なお、現在確認ができている預貯金の

額を申し上げますと、定額預金で４９４万１，６８０円、普通預金が３４万９，１１８円となって

おります。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議を賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第３７号の説明 

○議長（別府福雄君） 次に、議案第３７号 平成２４年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補

正予算（第１号）について、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 続きまして、議案第３７号 平成２４年度佐久広域特別養護老人ホーム

特別会計補正予算（第１号）につきまして、御説明を申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお願いいたします。 

  本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１７万３，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を９億２，７４７円３，０００円とするものでございます。 

  内容につきましては、３ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書により申し上げます。 

  ４ページ、歳入より申し上げます。 

  款６繰越金、項１繰越金、目１繰越金では、既定予算額４００万円に対し、このたび

１７万３，０００円を増額し、補正後の総額を４１７万３，０００円とするものです。これは、勝

間園、美ノ輪荘、豊昇園、塩名田苑、以上４施設それぞれの決算により確定した繰越金を財政調整
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基金に積み立てることから、１７万３，０００円の増額補正を行うものでございます。 

  歳入は、４施設の繰越金確定による増額、歳出は、繰越金の増額分を各施設の財政調整基金に積

み立てるものでございます。 

  次に５ページの歳出について申し上げます。 

  款１民生費、項１勝間園社会福祉施設費、目１施設介護サービス費事業費、２５節積立金

３万１，０００円は、今後の施設の財政事情に備えて、財政調整基金に積み立てるもので、項２美

ノ輪荘社会福祉施設費から、６ページの項４塩名田苑社会福祉施設費まで積み立て事業同様に、財

政事情を鑑みて、積み立てを行うものでございます。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議を賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第３８号の説明 

○議長（別府福雄君） 次に、議案第３８号 平成２４年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第

１号）について、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 次に、議案第３８号 平成２４年度佐久広域救護施設特別会計補正予算

（第１号）につきまして申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお願いいたします。 

  本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３６万３，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２億４，６４６円３，０００円とするものでございます。 

  事項別明細書により内容を申し上げますので、４ページをお願いいたします。歳入より申し上げ

ます。 

  款５寄附金、項１寄附金、目１一般寄附金では、２７万６，０００円の増額をし、補正後の総額

を２７万７，０００円とするものでございます。この歳入は、清和寮入所者の御家族から寄附があ

ったことから、歳入とするものでございます。 

  次の款６繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金５万円は、平成２３年度の専決補正時に財政調整

基金に積み立てた額を繰り入れたものでございます。 

  次の款７繰越金、項１繰越金、目１繰越金３万７，０００円の増額は、決算による繰越金確定に

伴い増額するものであります。 

  続きまして、５ページの歳出に移らせていただきます。 

  款１民生費、項１社会福祉施設費、目１施設費では、既定予算額７，６２８万３，０００円に対

しまして、このたび３６万３，０００円の増額を行い、補正後の総額を７，６４６万６，０００円

とするものでございます。右の説明欄に記載がございますとおり、備品購入費の予算を計上いたし
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ました。歳入におきましても御説明を申し上げましたとおり、入所者の御家族からの寄附金を財源

に、入所者の生活を充実させるものとして、車椅子などの備品購入費３６万３，０００円の増額補

正を行うものでございます。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議を賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第３９号の説明 

○議長（別府福雄君） 次に、議案第３９号 平成２４年度佐久広域食肉流通センター特別会計補正

予算（第１号）について、説明を求めます。 

  事務局長、笠原君。 

                〔事務局長 笠原昭夫君登壇〕 

○事務局長（笠原昭夫君） 次に、議案第３９号 平成２４年度佐久広域食肉流通センター特別会計

補正予算（第１号）につきまして申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお願いいたします。 

  本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億４，０９１円２，０００円とするものでございます。 

  内容につきましては、事項別明細書により申し上げます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  最初に、歳入より申し上げます。 

  款４繰越金、項１繰越金、目１繰越金１万２，０００円の増額は、決算により増額とするもの、

また、歳出における款１衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生費１万２，０００円の増額は、繰

越金の確定により財政調整基金として積み立てを行うものでございます。 

  以上、概要を申し上げましたが、御審議の上、御決議を賜りますようお願い申し上げます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第４ 一般質問 

○議長（別府福雄君） 日程第４ 一般質問でございますが、通告がございませんので、次に進みま

す。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第５ 議案の質疑 

○議長（別府福雄君） 日程第５ これより議案の質疑を行います。 

  議案第２６号 佐久広域連合消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに管轄区域に関する

条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第２６号の質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  次に、議案第２７号 佐久広域連合火災予防条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を

行います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第２７号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第２８号 平成２３年度佐久広域連合一般会計歳入歳出決算認定についての質疑を行

います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第２８号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第２９号 平成２３年度佐久広域消防特別会計歳入歳出決算認定についての質疑を行

います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第２９号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第３０号 平成２３年度佐久広域養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認定について

の質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第３０号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第３１号 平成２３年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認定につ
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いての質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第３１号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第３２号 平成２３年度佐久広域救護施設特別会計歳入歳出決算認定についての質疑

を行います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第３２号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第３３号 平成２３年度佐久広域食肉流通センター特別会計歳入歳出決算認定につい

ての質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第３３号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第３４号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第２号）についての質疑を

行います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第３４号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第３５号 平成２４年度佐久広域消防特別会計補正予算（第１号）についての質疑を

行います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 
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  これをもって、議案第３５号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第３６号 平成２４年度佐久広域養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号）につい

ての質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第３６号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第３７号 平成２４年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号）に

ついての質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第３７号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第３８号 平成２４年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第１号）についての質

疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第３８号の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第３９号 平成２４年度佐久広域食肉流通センター特別会計補正予算（第１号）につ

いての質疑を行います。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第３９号の質疑を終結いたします。 

  これをもって、議案質疑は終結いたしました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（別府福雄君） ここで、あらかじめお諮りいたします。 

  本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長したいと思いますが、これに、御異議ご
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ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） それでは、本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長い

たします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第６ 議案の委員会付託 

○議長（別府福雄君） 日程第６ 議案の委員会付託を行います。 

  付託委員会につきましては、議会運営委員会で御協議願っておりますので、議案付託表のとおり

付託したいと思いますが、これに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案付託表のとおり、所管常任委員会に付託することに決しました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（別府福雄君） ここで、委員会審査のため休憩といたします。再開は、委員会審査終了次第

といたします。 

  それでは、これより暫時休憩といたします。 

（午後 ３時２２分） 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（別府福雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 ５時３８分） 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程第７ 付託議案の委員長報告、質疑・討論・採決 

○議長（別府福雄君） 日程第７ 付託議案の委員長報告を行います。 

  初めに、総務委員会に付託した議案について、総務委員長から報告願います。 

  総務委員会委員長 有坂君。 

                〔総務委員長 有坂 章君登壇〕 

○総務委員長（有坂 章君） 総務委員長報告を申し上げます。 

  本定例会において当委員会に付託になりました案件について、審査の結果を御報告申し上げます。 

  議案第２６号 佐久広域連合消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに管轄区域に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、当委員会は原案どおり可決するものと決しました。 

  議案第２７号 佐久広域連合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、当委員会は原

案どおり可決するものと決しました。 

  議案第２８号 平成２３年度佐久広域連合一般会計歳入歳出決算認定について、歳入全部と歳出
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の款１議会費、款２総務費、款６公債費、款７予備費であります。当委員会は原案を認定するもの

と決しました。 

  議案第２９号 平成２３年度佐久広域消防特別会計歳入歳出決算認定について、当委員会は原案

を認定するものと決しました。 

  議案第３４号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第２号）について中、歳入全部で

ございます。当委員会は原案どおり可決するものと決しました。 

  議案第３５号 平成２４年度佐久広域消防特別会計補正予算（第１号）について、当委員会は原

案どおり可決するものと決しました。 

  以上で、報告を終わります。 

○議長（別府福雄君） 議案第２６号から議案第２９号、及び議案第３４号、議案第３５号の６件を

一括議題として、これより質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） これをもって、質疑を終結いたします。 

                〔総務委員長 有坂 章君降壇〕 

○議長（別府福雄君） なお、議案第２８号につきましては、各常任委員会委員長報告終了後、討論、

採決いたしますので、御承知願います。 

  これより議案第２６号、議案第２７号、議案第２９号、議案第３４号、議案第３５号について、

討論に入ります。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  議案第２６号 佐久広域連合消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに管轄区域に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 

  総務委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、総務委員長報告のとおり決することに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第２６号は、総務委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第２７号 佐久広域連合火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決い

たします。 

  総務委員長の報告は、原案可決であります。 
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  本案は、総務委員長報告のとおり決することに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第２７号は、総務委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第２９号 平成２３年度佐久広域消防特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いた

します。 

  総務委員長の報告は、原案認定であります。 

  本案は、総務委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第２９号は、総務委員長報告のとおり認定されました。 

  次に、議案第３４号 平成２４年度佐久広域連合一般会計補正予算（第２号）についてを採決い

たします。 

  総務委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、総務委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第３４号は、総務委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第３５号 平成２４年度佐久広域消防特別会計補正予算（第１号）についてを採決い

たします。 

  総務委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、総務委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第３５号は、総務委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、経済建設保健衛生委員会に付託した議案について、経済建設保健衛生委員長から報告願い

ます。 

  経済建設保健衛生委員会委員長 内堀君。 

                〔経済建設保健衛生委員長 内堀恵人君登壇〕 

○経済建設保健衛生委員長（内堀恵人君） 本定例会において、当委員会に付託になりました案件に

ついて、審査の結果を報告申し上げます。 

  議案第２８号 平成２３年度佐久広域連合一般会計歳入歳出決算認定について中、歳出款４衛生

費について、当委員会は原案を認定することと決しました。 
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  なお、審議の経過において、項１保健衛生費、目２火葬場費の霊柩業務委託については、佐久市

の斎場建設が進められる中で、受け入れの地区の意向を尊重し、宮型からワゴンタイプ等への移行

がスムーズに行われるよう、佐久広域連合からも利用者へ理解を得るようにとの意見がありました。 

  議案第３３号 平成２３年度佐久広域食肉流通センター特別会計歳入歳出決算認定について、当

委員会は原案認定することと決しました。 

  議案第３９号 平成２４年度佐久広域食肉流通センター特別会計補正予算（第１号）について、

当委員会は原案可決するものと決しました。 

  以上で、報告を終わります。 

○議長（別府福雄君） 議案第２８号、議案第３３号、議案第３９号の３件を一括議題として、これ

より質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） これをもって、質疑を終結いたします。 

                〔経済建設保健衛生委員長 内堀恵人君降壇〕 

  これより議案第３３号、議案第３９号について、討論に入ります。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  議案第３３号 平成２３年度佐久広域食肉流通センター特別会計歳入歳出決算認定についてを採

決いたします。 

  経済建設保健衛生委員長の報告は、原案認定であります。 

  本案は、経済建設保健衛生委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第３３号は、経済建設保健衛生委員長報告のとおり、認定されました。 

  次に、議案第３９号 平成２４年度佐久広域食肉流通センター特別会計補正予算（第１号）につ

いてを採決いたします。 

  経済建設保健衛生委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、経済建設保健衛生委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第３９号は、経済建設保健衛生委員長報告のとおり、可決されました。 
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  次に、社会文教委員会に付託した議案について、社会文教委員長から報告願います。 

  社会文教委員会委員長 柳澤君。 

                〔社会文教委員長 柳澤重也君登壇〕 

○社会文教委員長（柳澤重也君） 社会文教委員長報告を申し上げます。 

  本定例会において、当委員会に付託になりました案件について、審査の結果を御報告申し上げま

す。 

  議案第２８号 平成２３年度佐久広域連合一般会計歳入歳出決算認定について中、歳出款３民生

費、款５教育費について、当委員会は原案どおり認定するものと決しました。 

  議案第３０号 平成２３年度佐久広域養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認定について、当委

員会は原案どおり認定するものと決しました。 

  議案第３１号 平成２３年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認定について、

当委員会は原案どおり認定するものと決しました。 

  議案第３２号 平成２３年度佐久広域救護施設特別会計歳入歳出決算認定について、当委員会は

原案どおり認定するものと決しました。 

  議案第３６号 平成２４年度佐久広域養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号）について、当

委員会は原案どおり可決するものと決しました。 

  議案第３７号 平成２４年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号）について、

当委員会は原案どおり可決するものと決しました。 

  議案第３８号 平成２４年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第１号）について、当委員会

は原案どおり可決するものと決しました。 

  以上で、報告を終わります。 

○議長（別府福雄君） 議案第２８号、及び議案第３０号から議案第３２号、議案第３６号から議案

第３８号までの７件を一括議題として、これより質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

  御質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） これをもって、質疑を終結いたします。 

                〔社会文教委員長 柳澤重也君降壇〕 

  これより議案第３０号、議案第３１号、議案第３２号、議案第３６号、議案第３７号、議案第

３８号について、討論に入ります。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 



－ 40 － 

  議案第３０号 平成２３年度佐久広域養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認定についてを採決

いたします。 

  社会文教委員長の報告は、原案認定であります。 

  本案は、社会文教委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第３０号は、社会文教委員長報告のとおり、認定されました。 

  次に、議案第３１号 平成２３年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。 

  社会文教委員長の報告は、原案認定であります。 

  本案は、社会文教委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第３１号は、社会文教委員長報告のとおり、認定されました。 

  次に、議案第３２号 平成２３年度佐久広域救護施設特別会計歳入歳出決算認定についてを採決

いたします。 

  社会文教委員長の報告は、原案認定であります。 

  本案は、社会文教委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第３２号は、社会文教委員長報告のとおり、認定されました。 

  次に、議案第３６号 平成２４年度佐久広域養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号）につい

てを採決いたします。 

  社会文教委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、社会文教委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第３６号は、社会文教委員長報告のとおり、可決されました。 

  次に、議案第３７号 平成２４年度佐久広域特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号）に

ついてを採決いたします。 

  社会文教委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、社会文教委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第３７号は、社会文教委員長報告のとおり、可決されました。 

  次に、議案第３８号 平成２４年度佐久広域救護施設特別会計補正予算（第１号）についてを採

決いたします。 

  社会文教委員長の報告は、原案可決であります。 

  本案は、社会文教委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第３８号は、社会文教委員長報告のとおり、可決されました。 

  これより議案第２８号 平成２３年度佐久広域連合一般会計歳入歳出決算認定についての討論に

入ります。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  議案第２８号 平成２３年度佐久広域連合一般会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 

  各常任委員会委員長の報告は、原案認定であります。 

  本案は、各常任委員会委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第２８号は、各常任委員会委員長報告のとおり、認定されました。 

  次に、各常任委員長、議会運営委員長から、それぞれ閉会中の継続審査並びに調査の申し出がご

ざいます。 

  お諮りいたします。 

  各常任委員長、議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査並びに調査に付することに、

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（別府福雄君） 御異議なしと認めます。 

  よって、閉会中の継続審査並びに調査に付することに決しました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎日程８ 閉会宣告 

○議長（別府福雄君） 以上をもって、本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもって、平成２４年佐久広域連合議会第３回定例会を閉会いたします。 

  御苦労さまでございました。 
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（午後 ５時５７分） 
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